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‘事務総局会議（第23回）議事録

日時 令和3年7月6日 （火）午前10時00分～午前10時10分
■
，
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■
■
？ '総局会議室

Ｉ

場所

出席

者
中村事務総長，小野寺総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民
事局長兼行政局長吉崎刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広
報課長,杜下情報政策課長，染谷審議官，長崎審議官
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知的財産権訴訟研究会の開催について

門田行政局長説明（資料）
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事務総局会議資料
（ 7月6日開脚

(令和3． 7． 6行一庶印）

知的財産権訴訟研究会開催要領

主 催

期 日

場所等

知的財産高等裁判所

令和3年11月10日 （水）の午後（半日）

知的財産高等裁判所（ただし, ．ウェブ会議等を用いて出席者の所

属庁と知的財産高等裁判所を接続する方法により参加することも

認める。 ）

知的財産権訴訟について考慮すべき実務上の諸問題

知的財産高等裁判所の各部の部総括裁判官及び陪席裁判官1人並

びに大阪高等裁判所，東京地方裁判所及び大阪地方裁判所の知的

財産権関係事件を担当する各部の部総括裁判官及び陪席裁判官1

人（知的財産高等裁判所は8人,大阪高等裁判所は2人，東京地

１
２
３

、

研究事項

出席者

４
５

、

方裁判所は8人，大阪地方裁判所は4人） 合計 22人

1



’’ 事務総局会議（第24回）議事録

|令和3年7月工3日 (火)午諏0時00分字午前11時20分日時

場所 総局会議室

中村事務総長，小野寺総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民

I事局長兼行政局長，吉崎刑事局長，手嶋家庭局長,大須賀秘書課長兼広
報課長，杜下情報政策課長，染谷審議官,長崎審議官,遠藤裁判所職員’
|総合班修所長

1令和3年度における裁判官以外の裁判所職員の研修の実施に関する

重要な事項の変更について

遠藤裁判所職員総合研修所長説明（資料第1）

'･2経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について
氏本経理局長説明（資料第2）
3令和3年度調停運営協議会の開催について

一:…門田民事局長及び手嶋家庭局長説明-(資料第3-)…-･ ‐-‐ －－－-… ’

出席

者
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事務総局会議資料叢｜
（7月/3日關偶）

』

【酉肺資料】

令和3年度における裁判所職員（裁判官以外）研修の実施に関する重要な事項

1 中央研修

司法研修所と合同で実施することがある。実施場所は，裁判所職員総合研修所

であるが,司法研修所との合同実施の場合は,司法研修所で実施することもある。

（1）管理者層を対象者とするもの(各1日から5日程度)

ア管理業務系

管理者としての官職に応じた管理業務に係る能力の向上等を目的として

実施する6

（ｱ）首願識官（1本）

←仔) ■諦調;嗣査官(2本）一 “ -℃■一－－一

． (ｳ）事務局長（1本）

（工）次席書記官,孜席家裁調査官，事務局次長等（2本）

㈱次席家裁調査官等（2本）

イ研修事務系．

研修計画について検討すること等を目的として実施する。

高裁事務局次長高裁首席書記官,高裁所在地家裁首席家裁調査官(1本）

（2）中間管理者層を主な対象者とするもの（各1日から4日程度）

ア管理業務系

中間管理者としての官職に応じた管理業務に係る能力の向上等を目的と

して実施する。

（ｱ）主任書記官，主任家裁調査官，課長補佐等（4本）

（ｲ）主任書記官，主任家裁調査官，訟廷管理官, '課長等（1本）

（ｳ）主任家裁調査官（2本）

イ研修事務系

研修事務を担当する中間管理者等を対象とし，研修の的確な立案や円滑な

1

〆
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実施等を目的として実施する。
の p

例研修の企画，実施を指導する立場にある者（2本）

蕊… 今講醗

(3)主として管理職以外の層（書記官，家裁調査官,係長等）を対象者とするも

の（各2日から5日程度）

ア裁判事務系

（ｱ)裁判事務の分野について，官職及び担当職務に応じて組織課題への取組

執務能力の向上等を目的として実施するもの ，

a家事,少年を担当する書記官及び家裁調査官(家事1本,少年1本）

b民事,刑事,家事を担当する書記官(民事2本,刑事及び家事各1本）

一f_.-. _ =C"家裁調査官(特定のテーマについて3本)_,… ‐ ､ _ －－－…

.d－建記宮斗剖弗)一

（ｲ）裁判事務の分野について，官職及び執務経験に応じた執務能力の向上等

を目的として実施するもの

a家裁調査官（経験3年程度の者を対象者とするもの1本）

b執行官（総括執行官，執行官,新任執行官をそれぞれ対象者とするも

の各1本(なお,総括執行官を対象とするものは,隔年で実施している｡)）

イ事務局事務系

事務局事務の分野について，総務一夫事笑は会計の事務を担当する係長等

（担当事務喜各に1本）

…鐸務系

雛事務纈当弓こる係長等一任本)一

(4)新採用職員を対象者とするもの

総合職の新採用職員を対象として裁判所職員としての自覚と職務意識の高

揚等を図る目的で実施するもの（3日程度を1本）

(5)その他

↑

2
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ア情荊上関係

情調上に伴う情報セキュリティの確保等の必要に応じて実施する（各2日

程度)。

（ｱ）情報セキュリティ対策事務を担当する管理職員（1本）

〈ｲ）情報化推進の役割を担当する職員（2本）

牛理』今＝

イ採用試験事務関係 ，

採用試験事務を担当する管理職員等を対象とし，採用試験事務に必要な知

職及び技能についての研究を行うことにより,執務能力の向上を目的として

実施するもの（1日程度を1本）

高裁委嘱研修 ．2高裁委嘱研¥彦 ．

高裁に委嘱して実施する。実施場所は裁判所職員総合研修所（分室を含む｡）

又は各高裁とし，本数は各高裁において定める。

（1）管理者層を対象者とするもの

次席家裁調査官等を対象者とし，家裁調査官に係る高裁委嘱研修等の充実,

改善を目的として実施するもの（1日程度）

(2) 中間管理者層を対象者とするもの

新たに中間管理者(主任書記官,､主任家裁調査官,課長補佐等）に任命され

た者を対象者とするもの（3日から5日程度)
． l

(3)主として管理職以外の層（書記官，家裁調査官，係長等）を対象者とするも

、

の
！

ア裁判事務系

裁判事務の分野について，執務経験に応じた執務能力の向上等を目的とし

て実施する。

3
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（ｱ）書記官(一定の執務経験を有する者を対象者とする。3日から5日程度）

（ｲ）家裁調査官（主任家裁調査官も対象者とする。 3日程度）

イ事務局事務系

例事務局事務の分野について，新たに係長に任命された者を対象者とする

もの（1日から3日程度）

（ｲ）総務,人事又は会計の事務を担当する一定の執務経験を有する事務官を

対象者とするもの（2日から3日程度）

（4）事務官層を対象者とするもの

ア仕事の進め方に関する基本的な能力を向上させ,中堅事務官としてふさわ‘

しい職員を養成する（3日程度)。

イー基礎的な法学教育を行うことにより,資質及び事務処理能力向上を図る

側間は実施機関が適宜定めるも)。

（5）新採用職員層を対象者とするもの

総合職を除く新採用職員を対象者として職務導入のための知識付与と心構

えのかん養を目的として実施する（2日から5日程度)。

3 自庁研修

最高裁》高裁又は地家裁が所属する職員に対して実施する研修b実施場所は研

修を実施する庁｡本数は実施庁において定める。

（1）裁判事務又は事務局事務の分野について,比較的執務経験の短い事務官を対

象者とするもの（2日程度）

（2）採用後1年程度の職員を対象者とするもの（3日程度）及び採用直後の職員

を対象者とするもの(2日程度）

（3）最高裁，高裁又は地家裁の実情に応じて実施するもの（期間及び対象者は実

施庁において定める。なお，高裁が自庁及び管内地家裁の職員を対象として実

施すること･がある（いわゆる高裁ブロック研修)｡）

4委託研修

、

U

公

、

4
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裁判所以外の機関が実施する研修に職員を参加させるもの。参加させる研修，

期間，職員は，最高裁において定める｡

5研究 ・

実施場所は裁判所職員総合研修所,研究員の所属庁及び関係機関等。本数はテ

ーマ等を勘案して裁判所職員総合研修所において定める。

（1）書記官及び家裁調査官等の合同による実務研究（7月程度）

（2）書記官による実務研究（1年程度）

（3）家裁調査官による実務研究

アテーマを定めて行うもの（8月程度又は3年程度）

イ関係機関の業務の実際の研究を行うもの（8月程度）

‐ -ウ－心身の鑑別をテーマとして行うもの-(1月程度) ‐ － －

エ更生保護をテーマとして行うもの（2月程度）

6このほか各分野における課題への取組の進展状況，喫緊の課題の発生等に応じ

て，裁判所職員総合研修所長において，別途研修を実施することがある。

【参考】

’書記官任用試験(CA)関係

書記官任用試験(CA)の第2次試験合格者を対象として，書記官の執務に必

要な学識及び実務知識並びに職務遂行能力の有無を判定するための試験（53日

程度。この間各合格者の所属庁において実務研修を実施）

2書記官及び家裁調査官の養成

（1）書記官の養成

ア裁判所書記官養成課程第一部（裁判所職員総合研修所入所試験に合格し，

令和3年度の裁判所職員総合研修所の入所指名を受けた大学法学部卒業者

等を対象者とする。 1年）

イ裁判所書記官養成課程第二部（裁判所職員総合研修所入所試験に合格し，

5

一



1

令和2年度及び令和3年度の裁判所職員総合研修所の入所指名を受けた大

学法学部以外の学部卒業者等を対象者とする。 2年）

(2)家裁調査官の養成 ．

家庭裁判所調査官養成課程(令和2年度及び令和3年度の裁判所職員総合研

修所の入所指名を受けた家裁調査割甫を対象者とする。 2年）

以上

、

6



事務総局会議資料隼ユ
（ 7月13日開催）

(令和3． 7． 13経監印）

経理関係等事務打合せ（高裁事務局次長）の開催について

最高裁判所

令和3年9月15日 （水）

, テレビ会議システムを用いて，最高裁判

を除く。 ）を接続する方法により開催する。

最高裁判所

主 催

期 日

開催方法

１
２
３ と各高等裁判所 (支部

協議事項

出席者

経理行政等事務全般の連絡協議４
５

I

各高等裁判所事務局次長 8人

、

の

ノ

4

9
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事務総局会議資料等3
( ク月I3日開催）

（令和3．7． 13民二印）

調停運営協議会の開催について

主 催 各高等裁判所

期 ・ 日 令和3年10月から12月までの間の1日

場所等 各高等裁判所（ただし， ウェブ会議等を用いて出席者の所属庁等

と高等裁判所を接続する方法により参加することも差し支えない。 ）

協議事項 民事調停及び家事調停の運営に関し考慮すべき事項

協議員各地方裁判所又は管内の簡易裁判所の民事調停委員及び各家庭裁

判所の家事調停委員 若干人

参列員 (1) 各高等裁判所の事務局長文は事務局次員開催地にある地方

１
２
３

４
５

6

裁判所及び家庭裁判所の長並びに開催地にある地方裁判所家

庭裁判所及び簡易裁判所の調停担当裁判官各1人

なお，各庁の実情に応じて，家庭裁判所調査官を参列させる

ことも差し支えない。

(2)公益財団法人日本調停協会連合会の理事長，副理事長（当該

高等裁判所管内から選任された者）又は事務局長 若干人

■
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令和3年度外国出張計画

判事補海外留学研究

米国，ドイツ

(1年） 合計2人
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雲辮蕊議料恥 総局会議配布資料

高等裁判所事務局長事務打合せ開催要領（案）

最高裁判所

令和3年10月1日（金）

テレビ会議システムを用いて，最高裁判所と各高等裁判所

除く。 ）を接続する方法により開催する。

当面の司法行政上の諸問題について

高等裁判所事務局長8人

主催

期日

開催方法

１
２
３ (支部を

4協議事項

5 出席者

6 日程

1

’
Ｐ
Ｉ
Ｇ
■
■
ｐ
』
■
日
日
９
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Ｕ
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ロ
ー
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13： 15 ～ 16： 15

U 命 r 守

1日

(金）
衿
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事務総局会議（第26回）議事録
◆

一一一一

二

7日 （火）午前10時30分～午前10時53分
一

日時 令和3年7月2

総局会議室

h

場所 戸

I

D l

中村事務総長，小野寺総務局長，徳岡人事局長，氏本経理局長，門田民
事局長兼行政局長，吉崎刑事局長，手嶋家庭局長，大須賀秘書課長兼広
報課長杜下情報政策課長,染谷審議官,長崎審議官

席出
者

|議事1 日本司法支援センターの中期目標期間終了時における組織及び業務
の全般にわたる検討結果並びに講ずる措置について
小野寺総務局長説明（資料第1）

2人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催について
徳岡人事局長説明（資料第2）

、 3経理事務打合せ（高裁会計課長）の開催について
氏本経理局長説明（資料第3）
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事務総局会議資料津1
（ ク月ユ7日開催）

(令和3． 7． 27総務局第一課）

日本司法支援センターの中期目標期間終了時における組織及び業務の全般にわたる検討

結果並びに講ずる措置について

配布資料目録

法テラスの中期目標について

見直し意見のスケジュール（概要）

日本司法支援センター第4期中期目標について（概要）

日本司法支援センター中期目標（平成30年2月28日）

１
２
３
４

ダ



（

【事務総局会謹配布鴬料1】

一~~~1法テラスの中期目榛について
－､

〆＜中期目標＞ 、

法務大臣は,3年以上5年以下の期間において,法テラスの中期目標を定めな
ければならない(総合法律支援法40条1項,2")｡
一法務大臣は中期目標を定めるときは,あらかじめ最高裁の意見を聴かなければならない(同
条3項)。

、 ノ’

妙＄

〆＜中期計画〉
法ﾃﾗｽは,中期目標を達成するための中期計画を作成して法務大臣の認可

を得なければならない(同法41条1項,2項)。
‐法務大臣は,認可をしようとするときは,あらかじめ最高裁の意見を聴かなければならない

（同条3項)｡
、

1

‐""ノ

国『‐1拳

｡＜中期目標の期間終了時における検討＞『－

法務大臣は,中期目標の期間の終了時に業務継続の必要性,組織のあり方
その他その組織及び業務の全般について検討しなければならない(以下,この

検討を『見直し意見｣という｡）(同法42条1項)。
＝法務大臣は,この検討をするにあたり,最高裁の意見を聴かなければならない(同条3項)。

、

＜法テラス設立時からの中期目標の期間妄一。
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第1期中期目標 平成18年4月10日～平成22年3月31日 I
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１ 八法務大臣は,今般,当該期間の終了時の検討として見直し意
『′_見(案)を策定し,最高裁に求意見をすることとなる。
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第3期中期目標 平成26年4月1日～平成β0年3月訓臼
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第4期中期目標 平成30年4月1日～令和4年3月31園



【事務総局会蟻配布資料2】

!i＆！
8月上旬

8月上旬

8月中旬
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法務大臣見直し意見決定

4
、

法務大臣今評価制度委員会(総務省内に設置）

見直し意見を通知8月下旬

、

法務省各機関との間で見直し意見(案)の調整中

最蟻令法瀧最高鱸見参瀧箇直善

『 ｡

法務省内の手続



、 【事務総局会儀配布資料3】

日本司法支援センター第4期中期目標について(穣要）
‐~

第1中期目標⑳期間

平成”年4月帽から平砿檸3月3旧家で〈4年間）
函丙幸二津一一＝一~一…ら牙色承唖－屡弔-･…悪や密傍津、師認空き戸, ‐~－－ ・三‘ 一一

0

ノ

峰章寺

第2縫合法律支援の充実のための措置に関する事項
1業務運営の基本的姿勢

O高齢者･障害者等に対する特別の配慮を含め,懇切･丁寧かつ迅速｡適切な対応
○利用者の意見｡苦情等に適切に対応しつつ,ｺｽﾄ意職をもった効率的な業務運営
2組織の基醗轄備等

○職員の適切な配置及び職員に対する適切な研修の実施
O常勤弁霞士の採用に当たり,法ﾃﾗｽの業務に適応でき,かつ意欲的な人材の確保
○各地域や事務所ごとの法的ﾆｰズを把握し,常勤弁鐘士が担う業務の効率的な実施体制の構築
○常勤弁護士に対する適切な研修の実施
○一般契約弁護士･司法書士の人数の確保及びサービスの質の向上

O事務所の存置･移設･設置の必要性について検討階に,出張所･扶助国選対応地域事務所・
司法過疎地域事務所における見直し）

3関係機関等との連携強化

､､空･ー‐壬琴墓碆一発郷奎坤＝＝畠華痔万w＝毒…＝一年夢力亭釣学坐…垂退一一一L幻…一一一一酷一一$T電帝＝診鉾芦塞さ幸2号"…＝…一一垂阜睡一一.一一一F露
。 ． ． 。 ↓

一一一-一＝一一 －－－

－－一守一一一 一一一一J 一つ－P－－－－一一－－

第3提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
1情報提供業務

OFAQ及び関係機関情報の充実等による適切な情報提供の実施
○一般市民に向けた法教育事築の充実
2民事法律扶助業務

○高齢者侭害者等の自ら法的援助を求めることが期待できない者に対する援助の充実
3国選弁護等関連業務
o迅速･確実な国選弁謹人の選任(候補者指名通知)態勢の充実 ・
o弁溌士会と連携の上,裁判所の憾力を得るなどして,地方事務所等iこおいて刑事弁護等に関する
知職経験を蓄積するとともに,刑事弁護に関する各種の協溌や研修の実施による,国選弁霞等
サービスの質の向上

4司法過疎対策業務

O司法過疎地域事務所を設置していない地域における司法過疎対策についての効果的な方法の
検討

5犯罪被害者支援業務

o犯罪被害者等のニーズをくみ上げつつ,適切な支援態勢の整備
o裁判所と連携を図りながら.被害者参加旅聲等支給業務の適切な実施

〃

ノ

…===＝=毒…=＝皇愈＝……=…割=こく
第5財務内容の改善に関する事項

： 1自己収入の獲得等

2民事法律扶助における立替金債権等の
管理･回収等

3財務内容の公表
ノ

ニ"鯨藝臘葛‘急冨婁…婆二淫謹＝蕊零＝'割毒…皇譲零，夢‘~’蕊….…電諒壼豊……蝿…認.…趣く

今秀一税－わ､一角一忽△一一号＝ ． 一 一 二－一一一一m▲一屯一一＝令.←こ一

／

第4業務運営の効率化に関する事項

1一般管理費及び事業費の効率化
O役員の報酬体系等の合理化

2事業の効率化

Oコールセンターにおける情報提供の合理化
O民事法律扶助業務における審査の適正を
確保

○国選弁鐘人等の報酬算定に対する不服申
立に対する手続きの合理化

、

’
その他業務運営に関する重要事項
業務運営の体制維持
内部統制の確実な実施

情報セキﾕﾘ受ｨ対策

業務内容の周知を図る取組の充実
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【事務総局会議配布資料4】

日本司法支援センター中期目標

平成30年2月28日
〆

法務大臣指示

総合法律支援法（平成16年法律第74号）第40条の規定に基づき， 日本

司法支援センター（以下｢支援センター」 という。 ）が達成すべき・業務運営に

関する目標（以下『中期目標」 という。 ）を定める。

第1 政策体系における法人の位置付け及び役割

支援センターは,､裁判その他の法による紛争の解決のための制度の利用

をよ‘り容易にするとともに弁護士及び弁護士法人並びに司法書士その他の

隣接専門職者のサービスをより身近に受けられるようにするための総合的

な支援（以下「総合法律支援」 という.。 ）に関する事業を迅速かつ適切に

行うことを目的として，総合法律支援法に基づき，平成18年4月.に設立

された法人であ.るも

支援センターは，同年10月の業務開始以来， 同法に基づき，情報提供

業務，民事法律扶助業務，国選弁護等関連業務， 司法過疎対策業務及び犯

罪被害者支援業務等を実施してきたほか,いわゆる震災特例法'に基づく東

日本大震災法律援助事業の実施， 「司法ソーシャルワーク｣ 'の推進など，

総合法律支援の中核を担う法人として重要な役割を果たすとともに，国民

生活に欠かせないセーフティネットとして機能してきたところj今後も,

こうした役割・機能を果たし，利用者である国民等のニーズに応えていく

ことが必要である。

特に，平成30年1月24日の改正総合法律支援法3の全面施行に伴い，

認知機能が十分でない高齢者・障害者等やストーカーdDV9児童虐待の
～

］東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関
する法律（平成24年法律第6号) 。
？高齢者.障害者をはじめ， 自らが法的問題を抱えていることを認識する能力が十分でな

｜ いなどの理由で自ら法的援助を求めることが期待できない者に対し,福祉機関等と連携し
て働き掛け，そうした者の法的問題を含めた総合的な問題解決を図る取組をいう。
3総合法律支援法の一部を改正する法律（平成28年法律第53号） 。

一
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、

被害者に対する新たな法的援助が追加されるなど，支援センターは，法的

援助を要する者の多様化に対応すること力測待されている6

また，平成29年6月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方
針2017」において， 「総合法律支援など頼りがいのある司法の確保」

が掲げられたほか，平成27年9月に国連で採択された「持続可能な開発

のための2030アジェンダ｣においても，全ての人々に司法への平等な

アクセスを提供することが目標とされるなど，支援センターが中核を担う

ことが期待されている総合法律支援の実施及び体制の整備は，政府として

はもとより，国際的にも,重要な施策の1つとして位置付けられている。

さらに，平成28年4月に閣議決定された「第3次犯罪被害者等基本計

画」をはじめとする政府の施策において，被害者支援の充実等が求められ

ており，支援センターば引き続き，犯罪被害者に対する支援に取り組ん

TIj,<_こ_とも期猿され工上必Lo------=－－－－－－=.…一-一一一一一一一一一

そこで，支援センターがこうした期待される役割を十全に果たすことが

できるよう，第3期中期目標期間における業務実績についての評価結果等

も踏まえ，第4期中期目標は以下のとおりとする。

（別添）政策体系図

も

第2 中期目標の期間

支援センターの中期目標（第4期）の期間は，平成30年4月1日から

平成34年3月31日までの4年間とする｡

第3総合法律支援の充実のための措置に関する事項

1 業務運営の基本的姿勢

支援センターは，国民に身近で頼りがいのある司法を実現するために各

種業務を実施する法人であることに鑑み，真に国民に親しまれ頼りにされ
る存在となるよう，その業務運営においては, ・非公務員型法人であること

の利点をいかした様々な創意工夫により，高齢者及び障害者等に対する特

別の配慮を含め，懇切も丁寧かつ迅速・適切な対応その他利用者の立場に

立った業務運営を常に心掛ける姿勢を基本とする。

支援センターが提供するサービスに関する利用者からの意見，苦情等に

ついて，支援センターの業務運営の参考にするとともに，必要に応じて業

-2－



務の改善等適切な対応を行う。

主に国費により支援センターの業務運営に要する経費が賄われているこ

とを踏まえ，支援センターの役職員は，常にコスト意識を持ち，納税者の

視点から，資金の投入の必要性，支出の適切性，投入資金額に見合う効果

の有無等を十分に考慮して業務運営に当たり；必要に応じ， 自発的に創意

工夫をして，効率的で効果的な業務運営を実現するための改善をしでいく

ものとする。

2組織の基盤整備等

(1) 支援センターの職員

ア職員（常勤弁護士を除く。以下本項目において同じ。 ）の配置及び

能力の向上

雷一一-------_職員の配置は,__総合法 菫支瑳_の実施罰及工区俸爺

えつつ，業務量の変動について的確に把握・分析し，業務量に応じた

適正かつ効率的なものとする。

職員の能力の向上のため，多様な経験を積むことができる人事配置

等を行うbまた,改正総合法律支援法に基づく'新たな法的援助を含め，

支援センターの多様な取組に適切に対応できるよう，視聴覚教材の配

付等も活用しつつ，職員に対する研修を適切に実施する。

イ常勤弁護士の採用，配置及び資質の向上

常勤弁護士の採用に当たっては，支援センターの業務の円滑で効率

的な運営に適応でき，総合法律支援の取組に意欲的で，国民の期待に

応えることのできる人材の確保を図る･

常勤弁護士については，改正総合法律支援法に基づく新たな法的援
） ・

助を含め,支援センターの主要業務である民事法律扶助業務及び国選

弁護等関連業務等を適切に運用するためのセーフティネットとして

の役割を担っていることなどを踏まえ，総合法律支援の適切な実施が

遂行できる体制となるよう，各地域における法的ニーズや事務所ごと

の業務量を把握，分析し,配置人数の適正化を図るとともに,常勤弁

護士が事件を受任したことで生じた財政的な効果の把握を行い，常勤

弁護士が担う各種業務の効率的な実施体制を構築する。また，地元弁

－3－



！

護士会との協議を実施するなどし，常勤弁護士の活動に対する理解を

求めつつ，常勤弁護士を配置できていない地方事務所への配置に向け
だ取組を促進する。

改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助への対応を含め，常勤

弁護士が各種法律事務を適切に取り扱えるよう，研修等の実施により

常勤弁護士の資質の向上に努めるとともに，支援センターの中核とな
って職務を行う人材の育成を図る。

し

【指標】

・常勤弁護士1人当たりの事件処理件数について，前年度比で3パ

ーセント以上増加させる。

_一蝉易度辛高】－－－－－－－－－－で－÷一一一一 ←一一一 一－…－－－－－－一一 －

常勤弁護士の配置については，各地域の法的ニーズや事務所ごと

の業務量を把握・分析した上で地元弁護士会等の関係機関●団体と

の協議を経る必要があるなど,外部的・他律的要因の影響を受けざ

るを得ないことから，難易度は高い。

オ

(2) 一般契約弁護士･司法書士の確保

改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助の,実施や刑事訴訟法の
改正に伴う被疑者国選弁護の対象事件の拡大への適切な対応を含め,民

事法律扶助業務及び国選弁護等関連業務等について全国的に均質な業
務の効率的な遂行を実現するため,弁護士会及び司法書士会と連携し，
各地域における法的ニーズへの対応に必要な一般契約弁護士・司法書士

の人数の確保に努めるとともに，一般契約弁護士も司法書士が提供する
サービスの質の向上を図る･

(3)事務所の存置等

事務所については, あまねく全国において法による紛争解決に必要な

サービス等の提供が受けられる社会の実現を目指す総合法律支援法の

基本理念を踏まえつつ，存置・移設・設置の必要性について不断の検討

を行うとともに,特に，出張所・扶助国選対応地域事務所・司法過疎地
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域事務所については，以下の見直しを進める。なお，司法過疎地域事務

所の設置に際しては，引き続き，設置基準を設定した上でウ具体的な検
討過程を明らかにする。

ア地方事務所と地理的に近接する出張所については，地方事務所との

統合を含め，組織運営を合理化する方向での見直しを進める。
J ﾞ

また，東日本大震災の被災地に設置している臨時出張所について

・ は，政府が定める復興9創生期間の終了時期等を踏まえた見直しを進
める。

イ扶助・国選対応地域事務所については，当該地域における一般契約

弁護士の増加状況，一般契約弁護士による民事法律扶助・国選弁護等

関連事件の受任状況，維持コスト等を踏まえつつ，組織の在り方の見
直しを進める。 ．

－－-----ウー常勤笠護土を脆く-登録衾護土数ｶﾐ大き_く_増加した地域にある司楼－－－－－‐

過疎地域事務所についてば，司法過疎地域事務所の設置趣旨に鑑み

て，統廃合を含めた見直しを進める。

【重要度：高】 ・

効率的で効果的な業務運営を実現するためには，事務所の存置等の

必要性について不断の検討を行うとともに，必要な見直しを進めるこ

とが重要であることから,重要度は高い。

一

【難易度：高】

事務所の存置の見直しについては,多様な要素を調査・分析した上

で》それらを総合考慮する必要があり， また， 当該地域の住民や地方

公共団体，弁護士会等の関係機関等との間の調整にも多大な時間.労

力を必要とするなど， 目標の達成には多くの困難が伴うことから，難
易度は高い。

3 関係機関等との連携強化

改正総合法律支援法に基づく新たな法的援助の実施や刑事訴訟法の改正

に伴う被疑者国選弁護の対象事件の拡大への適切な対応を含め，支援セン
ターの業務運営に当たっては,地方公共団体，福祉機関・団体，警察，弁

一 ﾛ
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I

護士会，司法書士会等の関係機関・団体"と極めて密接な連携が必要である

ことに鑑み，関係機関連絡協議会及び地方協議会の開催等により，関係機

関等との連携強化を図る･

【指標】

‘各地方事務所において地方協議会を毎年度開催する。

・地方公共団体，福祉機関・団体黍の業務説明を年度計画で定めた回数

実施する。

第4提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項

1 情報提供業務

（1） 適切な情報提供の実施

一一一利用者主二』三xの多様北に対応オーるため､~多様な方法零の情報提供を一

実施するとともに, FAQ及び関係機関情報の充実を図る°

情報提供担当者に対する研修等の実施により，質の高いサービスの維

持・向上に努めるとともに，民事法律扶助をはじめ,利用者に最適な支

援への確実かつ円滑な橋渡しを行う。

また，地方事務所（支部・出張所を含む。 ）における情報提供の在り

方について， コールセンターとの役割分担や関係機関との連携方法を踏

まえた検討を行い，利用者のニーズや各地の実情等に応じた情報提供を

適切に実施する。

／

、

【指標】

・利用者満足度調査において， 5段階評価で平均4以上の評価を維持‘

する。 ．

(2) 法教育事業

法教育関連事業を行う法務省その他の関係機関・団体との適切な役割

分担を踏まえつつガ支援センターとして取り組むべき法教育事業の内容

及び目標を具体的に定めた上で，法教育事業の充実を図る。I

～

【指標】
一
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･一般市民向け法教育企画について，年度計画で定めた回数実施する。

･一般市民向け法教育企画への参加人数を前年度同氷準とする。

2 民事法律扶助業務

福祉機関等どの連携を強化し，改正総合法律支援法に基づく認知機能が ，

十分でない高齢者・障害者等に対する新たな法的援助を適切に実施すると

ともに，全国的な取組として司法ソーシャルワークを推進し，高齢者・障

害者をはじめム 自ら法的援助を求めることが期待できない者に対する適切

な援助を行う。

また， より身近で利用･しやすいものとなるよう，利用者の立場に立った

‘ 運用を検討・実施する。なお， これらの実施に当たっては，司法修習を修

了した者による社会還元を含む弁護士による公益活動との連携をも図るも

二一のとすﾐる_.一一一一-一一一一一一一一－－－－－－－－．－－－－－－--－－－－－－－

【指標】

・福祉機関等との連携を契機とした濫律相談援助件数について，中期目

標期間を通じて増加させる。

【重要度：高】

′改正総合法律支援法により新たに追加された特定援助対象者法律相

談援助及び司法ソーシャルワークは，関係機関との連携の下，法的問題

を抱えているが法的サービスを自発的に求めることが期待できない高

齢者・障害者等を対象に実施するものであり，超高齢社会の到来を迎え

る'ことを踏まえると，重要度は高い｡‘

3 国選弁護等関連業務

刑事訴訟法の改正に伴い被疑者国選弁護事件が大幅に増加することも踏

まえ，各地方事務所・支部において，裁判所,検察庁，警察及び弁護士会

との間での協議を定期的に行うなどして，常勤弁護士の活用も図りっつ，

迅速がつ確実に国選弁護人等の選任等が行われる態勢の確保を図る･

裁判所等からの国選弁護人等候補者指名通知請求を受けてから裁判所等

に候補を通知するまでの時間について具体的な目標を設定し，迅速かつ適
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切な指名通知を行う。

また，弁護士会と連携の上，裁判所の協力を得るなどして，本部及び各

地方事務所において,刑事弁護等に関する知識経験の蓄積を行うとともに，

刑事弁護に関する各種の協議や研修の実施に努め，国選尭護等サービスの

質の向上を図る。

【指標】

・被疑者国選弁護事件における24時間以内の指名通知の割合を前年度

同水準とする。

4 司法過疎対策業務

司法過疎地域事務所を設置していない地域における司法過疎対策につい

__工,関怪磯関豊との連携を含め,効塞的で勃塁的な方策を検討LLその実一
施を図る。 三

5 犯罪被害者支援業務

（1）適切な支援・援助の実施

第8次犯罪被害者等基本計画をはじめ，政府として取り組む犯罪被害

者支援施策に適切に対応すべく， .支援センターにおける対応事例の分

析,犯罪被害者等のニーズのくみ上げ等を行うとともに， これを踏まえ

た業務の改善,職員への周知等を実施し,犯罪被害者支援に携わる職員

の能力向上を含めた適切な支援体制を整備する。

弁護士会，警察等の関係機関等と連携し，改正総合法律支援法に基づ

くストーカー･DV・児童虐待の被害者に対する新たな法律相談援助を

はじめ，犯罪被害者等のニーズに応じた適切な援助を実施する。

各地方事務所において， 当該地域におけるニーズを踏まえつつ，犯罪

被害者支援に精通している弁護士を適切に紹介できる態勢を整備する。

【指標】

・精通弁護士数を前年度以上とする。

・全地方事務所において，女性の精通弁護士を複数名確保する。

－8－



【重要度：高】

改正総合法律支援法により新たな法律相談援助が追加されたほか，

第3次犯罪被害者等基本計画をはじめ，犯罪被害者支援業務等を行う

支援センターに期待される役割は増しておりj重要度は高い。

(2) 被害者参加旅費等支給業務の適切な実施

被害者参加旅費等支給業務について，裁判所との連携を図りながら，

迅速かつ適切にその業務を遂行するよう努める。

【指標】

・ 2週間以内の支給割合を前年度同水準とするb

第55－業務運営の効剰上に関まる事項一 ……－－－－－－－ －－_=－－－一一ゴ

1 一般管理費及び事業費の効率化

役職員の報酬及び給与について，引き続き，国家公務員に準じた給与体

系の維持，柔軟な雇用形態の活用等による合理化・効率化を行う。

一般管理費及び事業費について，無駄を排除するとともに，調達方法の

合理化を図り，全体として効率化に努める。

【指標】

・運営費交付金について，一般管理費（新規・拡充分，人件費及び公租

公課を除く。 ）を前年度比で3パーセント以上削減する。

・運営費交付金について，事業費（新規・拡充分,立替金債権管理事務
処理費以外の民事法律扶助等事業経費を除く。 ）を前年度比で1パー

セント以上削減する。

【重要度：高】

支援センターは，主に国費によりその業務を運営する法人であること

から，可能な限りの効率化を反映させた業務運営体制の整備を進める必

要があるところ，本項目は，効率化に関する項目の中でも，特に客観的

かつ定量的なものであり，重要度は高い。

一
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1

2事業の効率化

（1） 情報提供業務（犯罪被害者支援業務の一部を含む。 ）

コールセンタ．－の運営に当たっては，必要なサービス内容や一定の応

答率を維持しつつ，効率的で効果的な運営を行う。

【指標】

・応答率について, 中期計画で定めた水準を維持する。

・ 1コール当たりの運営経費について，中期目標期間を通じて削減す

る。 ．

(2) 民事法律扶助業務

審査の適正を確保しつつ，書面審査及び単独審査を活用するなどし，
事務手続の合理化を図る。

(3) 国選弁護等関連業務

国選弁護人等の報酬算定に対する不服申立てへの対応について，本部
及び地方事務所の役割を明確にした上で，事務を適切に分担し，事務手
続の合理化を図る。

$

第6 財務内容の改善に関する事項

1 自己収入の獲得等

寄附金の受入れや有償事件の受任等により， 自己収入の獲得・確保に努
める。

また，支援センターの業務の実施に当たっては，国と地方の役割分担の
｜ ・

観点を踏まえつつ，地方公共団体その他関係機関・団体からの財政的支援
の獲得・維持に努める。

【難易度：高】 、

寄附金収入については，市民の社会的関心や社会情勢が大きく影響す

ること，司法過疎地域事務所における有償事件の受任等による収入につ

いては，当該地域の景気動向が大きく影響し，かつ，総合法律支援法上，

当該地域の一般の弁護士との関係では補完性が求められることから，い
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0

ずれも支援センターの取組のみでその収入を増加させるごとが非常に

困難であるため，難易度は高い。

2民事法律扶助における立替金債権の管理・回収等

引き続き,悪質な償還滞納者への対応を含め，被援助者の属性･滞納理

，由等に応じた効率的かつ効果的な立替金債権の管理・回収（免除等による

償却処理を含む。 ）を実施する。なお，免除の決定に当たつては，他の被

援助者との公平性及び相互扶助の観点から，対象者が生活保護受給者では

ない場合にはこれに準ずる程度の資力であるかなど，免除要件の該当性に

ついて慎重に判断する。

回収見込みのある債権については，具体的な目標を設定した上で，高い

償還率の維持に努める｡

－－また,_発生集度ごとの立替金債権の管理坐_回収状況や立替金債権の償還

総額等に関するデータを業務実績報告書で開示する。

【指標】

・償還率（ 「当該年度末までの償還予定額」に占める「当該年度末まで

の償還金額」の割合)について，中期目標期間の最終年度において9

0パーセント以上を目指す。

・償還滞納率（ 「当該年度末時点の償還残額」に占める「当該年度末時

点の償還滞納額」の割合）について，前年度以下とする。

【重要度;高】

償還金収入は,国費を除けば支援ｾﾝﾀｰの収入の大半を占め，業務

運営の重要な財政的基礎となっている上,.業務運営の自主性．自律性を

高めるためにも，立替金債権を適切に管理し，償還金収入を確保ずるこ

とは極めて重要であることから， ･重要度は高い。

＆

【難易度：高】

立替金債権の回収については，資力の乏しい利用者からの返済という

困難性が制度的に内在することから，難易度は高い。
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3財務内容の公表

財務内容の一層の透明性を確保する観点から，セグメント情報等の決算

情報の公表の充実を図る°

第7 その他業務運営に関する重要事項

1業務運営の体制維持

利用者のニーズに機動的かつ柔軟に対応し，かつ，効率的で効果的な業

務運営のために必要な人的｡.物的体制の維持を図る。

2 内部統制の確実な実施

（1） ガバナンスの強化

利用者に全国的に均質な法的サ合一ビスを提供すべく，本部が決定した

‐業務に関本る方針を迅速かつ的確に実施できる態勢の充実旦一強化を図る

．とともに，理事長のリーダーシップによりj組織運営及びガバナンスの

更なる適正化に向けた.PDCAサイクルを機能させる。

(2) 監査の充実及びコンブライアンスの強化；

国費の支出を含む業務運営の適正を確保するため，監査の充実を図る

とともに，職員に対する法令・規程等の周知を徹底し， コンプライアン

スの一層の推進を図る。

↓

3 情報セキュリティ対策

支援センターが取り扱う情報の機密性に鑑み，政府のサイバーセキュリ

ティ戦略本部の方針に準じたセキュリティ対策を実施する。

【重要度：高】

支援センターが取り扱う個人情報は，法的紛争に関係する極めて機密

性が高い情報が多く,外部へ流失した場合には重大な影響が生じるおそ

れがあり，情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策の必要性が特に強く求められることか

ら，重要度は高い。

4 業務内容の周知を図る取組の充実

－12－



支援センターが提供する法的サービスを必要とする者が支援センターの

業務内容を認知できるよう，地方公共団体等との連携を図りつつ，様々な

媒体を活用し，効率的で効果的な方法により；業務内容の周知を図る。

【指標】

・認知度調査における業務認知者の割合について， 中期目標期間を通じ

て増加させる。

・ホームページの年間ページビュ．－数を第3期中期目標期間中の年間平

均以上とする。

ノ ．

【重要度：高】

支援センターの提供する情報や法的サービスが，それを必要とする国

_民等に利用_されるために瞳,_支援セと_髭隻の業務内容ｶﾐ認知されること

が前提となることから，重要度は高い。

、

5報酬・費用の立替，算定基準

民事法律扶助業務に係る報酬及び費用の立替基準並びに国選弁護人等に

支払う報酬及び費用の算定基準について，多角的視点から検討を行い，そ

の結果の適切な反映を図る°

一
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（公正中立な運営主体を設けて公的資金を導

- ‐－－． －－ ~- ----一一一一一一 菖 －－－－－．全_ ＝--＝‐一一__一 ←__、一一一一土､_.‐

民事･刑事を問わず,あまねく全国において,
法による紛争解決に必婁な情報やｻｰピｽを

■

身近で利用しやすく､適正･迅速
電信頼のできる司法制度の構築

、

受けられる社会の実現を目指す
●

【

ル 総合法律支援関係事業の迅速･適切な遂行
一一一一一一

。■一一=一一一 一←－ﾛ■■ 一 - 一
一

－

ー一一一一一一一一

経済財政運営と改革の基本方針2017(骨太の方針）
（平成29.6,9閣議決定） ，

･総合法律支援など頼りがいのある司法の確保
・犯罪被害者等支援のための施策の充実

，） ｜ 持続跡能な開発のための2080”ｴﾝグ
（平成27.9,25国連総会採択）

・国家型ぴ国際的なﾚべﾙでの法の支配を促進し;すべての人々に司法。 ． ’ ” ･

への平等なアクセスを提供(目標16.3）
で一一 {‐ ･‐ ‐ ． ‐…－－．
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［基本政策】
【政策】
【施・策〕
基本法制の維撤ぴ藤一一"~~" -－－－℃~~一~－－司法制度改革の成果の定着に向けだ取組
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政策体系
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＆●心曾令舎◆生むあや“｡“●のむ毎あわ･●eむ●卒●●等や●寺画“●■も●●辱●●かあ●“●伊宕寺寺●●⑤eec･与件e●お●●も●寺寿華令心与寺や華●蕃今⑪噂．讐舎心亨弓毎F｡e●｡●e・野◆導①今谷守分合寺今谷・今・・の牢・・弘
：

日本司法支援ｾﾝﾀｰの主な識 ：の

; ‐ 織鵬墓~－ ，='民纈雛助‘、…‘…､ル諭 、■ ・ル"－－ ；
:‘弁護士や,司法書士等の隣剛資力の乏しい方に対し,民事jI 国選弁護に関する以下の ；司法過疎地域に常勤弁護I 犯罪被害者支援に関する以下の：

;|繍臺礁鐡軍薗i鴫撫騨馳| 簔鱸蕊一と契約陸弁 〆撚‘‘士を配置し,以下のｻｰピ ｜ 業務を実施、 ：

;|下の方法で提供 ‘ 護士躯選弁護人候補ど 有像の事件処理： ’蕊驚蓑菫菫綴潔；｡｛ ｺｰﾙｾﾝﾀｰの設置! I蓬作成費用の立替え ’ して裁判所に通知＊ 民事法律扶助業務国 れる国選弁護士の候補識判所：
:I ･全国の地方事務所に専門; i#無料法律相談 に通知，蹴鞭輔惇率曽’ 6欝誕鮒する報酬 選弁護人確保業務の銅 ：§｡!職員を配置 ； 均質遂行 ・被害者参加人への旅費等支給：

司悪

:‘弁護士や,司法書士等の隣i資力の乏しい方に対し,民事I 国選弁護に関する以下の ｜

;|繍識蕊繊|鰯菫塔鱒蕊凝｜簔鑿簑蕊-と契約陸弁
善寧蕊鶏設置! '蕊作成費壼“え｜欝鑛駕順， 護士を国選弁護人候補と，寺i

:1 ．全国の地方事務所に専門; i#無料法律相談:{職員を配置 政令で指定する大規模災害’ 6欝誕に対する報酬野＃

1鰯鬘壗対する雲料法律

業務を実施一 ：
．刑事裁判に被害者参加する方の↑：
意見を聴き,被害者参加人に付さ：
れる国選弁護士の候補を裁判所：
に通知

被害者参加人への旅費等支給；
1 －※裁判員制度等の鋤を麦

②

;I ※紛争解決への道案内
｜認知機能が十分でない方に ｜ える国選弁護体制の整備●I ．

:i
l対する資力を問わない法律 ｜毎《

: i ’ l相談を実施 、I

一
一
一

5犯罪被害者支援に関する情報を：
収集･整理し,提供(弁護士も紹 ：
介） ． ：
･ストーカー等の被害者に対する ：
資力を問わない法律相談を実施：
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箒琴誓齢譜料亭ユ

(令和3． 7． 27人総印）

人事事務打合せ（高裁人事課長）の開催

主 催最高裁判所

期 日 令和3年10月13日 （水）

開催方法 ウェブ会議を用いて，最高裁判所と各高等裁判所（支部を除く｡＝）

を接続する方法により開催する。 ・

協議事項 （1）人事上の諸問題について

（2） その他

出席者 各高等裁判所事務局の人事課長及び人事課企画官又は人事課課長

１
２
３

4

5

－－－補佐のうもいずれか1-犬
一一一一一一～画一一寺一一● ③一 －－－一一 ﾏ●ロ ー 士一一一－→一－－－－－－－4 一一一一

合計 16人
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事務総局会議費料津さ
《ワ月坪日開催）

、

(令和3． 7． 27経監印）

経理事務打合せ（高裁会計課長）の開催について

主 催

期 日

開催方法

最高裁判所

令和3年10月14日（木）

ウェブ会議を用いて, ･最高裁判所と各高等裁判所（支部を除く。 ）

を接続する方法により開催する。

経理行政事務全般の連絡協議

（1） 高等裁判所事務局の会計課長及び管理課長

－－(2)－高等裁判所事務局の総括企画官，一一会計課企画官ラー会計課課長

補佐，会計課専門官及び管理課課長補佐のうち出席を希望する

１
２
３

4協議事項

5出席者
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